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規

則

青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
三
号

青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
九
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
百
五
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中

｢

の
各
号｣

を
削
り
、
同
条
第
十
四
号
中

｢

保
証
人｣

を

｢

政
令
第
八
条
第
四
項
又
は

第
九
条
第
一
項
の
保
証
人｣

に
改
め
る
。

第
五
条
中

｢

第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る｣

を

｢

第
八
条
第
四
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の｣

に
、

｢

の
各
号
の｣

を

｢

に
掲
げ
る｣

に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中

｢

保
証
人
が｣

を

｢

政
令
第
八
条
第
四
項
又
は
第
九
条
第
一
項
の
保
証
人
が｣

に
、

｢

保
証
人
の｣

を

｢

当
該
保
証
人
の｣

に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
項
中｢)

に｣

の
下
に｢

、
保
証
人
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該｣

を
加
え
る
。

第
十
条
第
二
項
中｢

ほ
か
、｣

の
下
に｢

保
証
人
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該｣

を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
の
表
第
三
条
第
三
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
の
表
第
五
条
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
の
表
第
九
条
第
一
項
の
項
中

｢

第
六
条
第
三
号｣

を

｢

第
七
条
第
三
号｣

に

改
め
る
。

第
一
号
様
式
の
注
中
11
を
12
と
し
、
10
を
11
と
し
、
９
を
10
と
し
、
８
を
９
と
し
、
７
の
次
に
８

と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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第
三
条
第
十
四
号

、
第
八
条
第
一
項

政
令
第
八
条
第
四
項

又
は
第
九
条
第
一
項

政
令
第
三
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

政
令
第
八
条
第
四
項
又
は
政
令
第
三
十
八
条
に

お
い
て
準
用
す
る
政
令
第
九
条
第
一
項

第
五
条

政
令
第
八
条
第
四
項

及
び
第
九
条
第
一
項

政
令
第
三
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

政
令
第
八
条
第
四
項
及
び
政
令
第
三
十
八
条
に

お
い
て
準
用
す
る
政
令
第
九
条
第
一
項
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( )
８
保
証
人
の
状
況
欄
に
は
､
保
証
人
を
立
て
る
場
合
に
の
み
記
入
す
る
こ
と
｡

第
六
号
様
式
中

｢年
３
パ
ー
セ
ン
ト
｣

を

｢年
１
.
５
パ
ー
セ
ン
ト
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
注
の

１
中

｢及
び
連
帯
保
証
人
｣

を
削
り
、
同
注
中
４
を
５
と
し
、
３
を
４
と
し
、
２
の
次
に
３
と
し
て

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
連
帯
保
証
人
を
立
て
た
と
き
は
､
当
該
連
帯
保
証
人
の
住
所
及
び
氏
名
を
記
入
の
上
､

押
印
す
る
こ
と
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て
､
連
帯
保
証
人
の
押
印
は
､
実
印
に
よ
る
こ
と
｡

第
十
五
号
様
式
及
び
第
十
六
号
様
式
の
注
中
２
を
３
と
し
、
１
の
次
に
２
と
し
て
次
の
よ
う
に
加

え
る
。２

連
帯
保
証
人
が
あ
る
場
合
は
､
当
該
連
帯
保
証
人
の
住
所
及
び
氏
名
を
記
入
し
､
押
印

す
る
こ
と
｡

第
四
十
八
号
様
式
中

｢

年
三
パ
ー
セ
ン
ト｣

を

｢

年
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程

(

昭
和
三
十
八
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第

七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
三
項
中

｢

人
事
課
長｣

の
下
に

｢
(

期
限
付
臨
時
職
員

(

産
休
を
と
り
、
若
し
く
は
育

児
休
業
若
し
く
は
育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
又

は
任
用
期
間
の
中
途
で
退
職
し
た
非
常
勤
職
員

(

非
常
勤
事
務
員
の
職
に
あ
る
も
の
に
限
る
。)

の

代
替
と
し
て
任
用
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。)

及
び
育
児
休
業
代
替
臨
時
職
員
の
年
間
任
用
計
画
の
変

更
に
あ
つ
て
は
、
財
政
課
長)

｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

大
気
汚
染
常
時
監
視
テ
レ
メ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
賃
貸
借
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
一
年
八
月
三
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
青
森
支
店

青
森
市
橋
本
二
丁
目
一
の
六

六

契
約
金
額

四
千
四
百
九
十
一
万
九
千
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
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( )

賃
貸
借
機
器
等
に
要
求
す
る
仕
様
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
申
請
書
等
を
提
出
し
た
者

で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者

を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
一
年
六
月
十
七
日

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
中

市
筒
口
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
六
日

三
八
地
域
県
民
局
長

堀

内

芳

男

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
屏

風
山
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
六
日

西
北
地
域
県
民
局
長

藤

本

正

雄
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開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所

及
び
氏
名

(

名
称)

三
沢
市
新
森
二
丁
目
五
の
三
、
六
か
ら
八
ま

で
、
九
の
一
部
及
び
一
一
の
一
部

(

第
七
工

区)

三
沢
市
桜
町
一
丁
目
一
の
三
八

三
沢
市
土
地
開
発
公
社

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

監

事

三
浦
富
次
郎

三
戸
郡
五
戸
町
字
沢
向
二
二
の
八

平
成
��･

�･

��

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃

工
藤

勝
敏

秋
田
谷
幸
央

野
呂

勝
男

長
内

幸
仁

成
田

博

松
橋
伊
左
美

佐
藤

良
一

小
山
内
浩
司

藤
田

順
造

羽
場

進

工
藤
三
千
輝

二
川
原

貢

安
田

光
彦

小
山
内
克
也

工
藤

勝
敏

秋
田
谷
幸
央

野
呂

勝
男

工
藤

宰

つ
が
る
市
牛
潟
町
村
上
六
七

〃

車
力
町
若
林
二
八
の
二

〃

木
造
濁
川
浅
井
一
二
の
一

〃

〃

平
滝
宝
滝
八
八
の
一

〃

富
萢
町
藪
分
一
五

〃

〃

萱
津
七

〃

下
牛
潟
町
�
舞
岬
四
五
の
二

〃

牛
潟
町
潟
上
四
六
の
二

〃

稲
垣
町
豊
川
藤
ヶ
森
一
の
一
一

〃

豊
富
町
千
貫
六
一

〃

車
力
町
若
林
一
〇
四
の
一

〃

牛
潟
町
潟
上
七
六

〃

木
造
平
滝
宝
滝
七
六
の
一

〃

牛
潟
町
塚
野
沢
一
〇
三

〃

〃

村
上
六
七

〃

車
力
町
若
林
二
八
の
二

〃

木
造
濁
川
浅
井
一
二
の
一

〃

車
力
町
若
林
一
二
四

平
成

��･

�･

��就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃��･

�･

�	退
任

〃〃〃〃〃〃



( )

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
天

間
林
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
六
日

上
北
地
域
県
民
局
長

丸

井

幸

悦

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
北

三
沢
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
六
日

上
北
地
域
県
民
局
長

丸

井

幸

悦
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〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

羽
場

進

長
内

幸
仁

工
藤
三
千
輝

成
田

博

松
橋
伊
左
美

黒
滝

昭
造

工
藤

公

羽
場

晃

藤
田

順
造

〃

豊
富
町
千
貫
六
一

〃

木
造
平
滝
宝
滝
八
八
の
一

〃

車
力
町
若
林
一
〇
四
の
一

〃

富
萢
町
藪
分
一
五

〃

〃

萱
津
七

〃

稲
垣
町
繁
田
源
五
四
の
一

〃

下
牛
潟
町
�
舞
岬
二
三
の
二

〃

豊
富
町
千
貫
一
一
六

〃

稲
垣
町
豊
川
藤
ヶ
森
一
の
一
一

〃〃〃〃〃〃〃〃〃

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃

枋
木

政
則

柳
平

廣
司

小
又

寛
司

工
藤

文
悦

鳥
谷
部千
代
喜

鳥
谷
部

忠

向
中
野
由
喜

楠

俊
二

高
田

克
雄

小
又

福
蔵

上
北
郡
七
戸
町
字
榎
林
家
ノ
前
一
一
二
の
八

〃

〃

字
柳
平
一
五
の
二

〃

〃

字
大
平
一
二
の
三

〃

〃

字
小
田
平
一
五
の
一

〃

〃

字
金
沢
平
三
四
九

〃

〃

字
下
鳥
谷
部
四
四

〃

〃

字
道
ノ
上
七
七
の
三

〃

〃

字
金
沢
平
三
五

〃

〃

字
榎
林
家
ノ
後
六

〃

〃

字
森
ケ
沢
一
二

平
成

��

･

�･
�就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃

〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

天
間

敏
行

小
又

良
一

鳥
谷
部
長
作

十
枝
内
�
則

鳥
谷
部
政
志

坪

幸
一

小
又

精
一

中
村

定
幸

天
間

敏
行

柳
平

廣
司

鳥
谷
部
金
作

楠

俊
二

小
又

勲

小
又

福
蔵

枋
木

政
則

十
枝
内
�
則

高
田

克
雄

小
又

良
一

〃

〃

字
森
ノ
上
七
五
の
三

〃

〃

字
後
平
二
八
八
の
四

〃

〃

字
小
田
下
五
の
一

〃

〃

字
夏
間
木
六
四
の
八
一

〃

〃

字
舟
場
向
川
久
保
五
二
〇
の
四

〃

〃

字
天
間
舘
前
川
原
八
五
の
一

〃

〃

字
森
ケ
沢
四
五
の
二

〃

〃

字
舟
場
向
川
久
保
二
三
〇

〃

〃

字
森
ノ
上
七
五
の
三

〃

〃

字
柳
平
一
五
の
二

〃

〃

字
鳥
谷
部
一
二
の
二

〃

〃

字
金
沢
平
三
五

〃

〃

字
道
ノ
上
一
二
一
の
二

〃

〃

字
森
ケ
沢
一
二

〃

〃

字
榎
林
家
ノ
前
一
一
二
の
八

〃

〃

字
夏
間
木
六
四
の
八
一

〃

〃

字
榎
林
家
ノ
後
六

〃

〃

字
後
平
二
八
八
の
四

〃〃〃〃��･

�･

��退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

沼
田

年
幸

三
沢
市
大
字
天
ケ
森
字
天
ケ
森
一
三
の
三
八

五

平
成
��･

�･

�
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監

査

委

員

監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表

平
成
21年

５
月
11日

付
け
青
監
査
第
13号

で
報
告
し
た
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
､
地
方
自
治
法

(昭
和
22年

法
律
第
67号

)
第
199条

第
12項

の
規
定
に
基
づ
き
､
青
森
県
知
事
､
青
森
県
教
育
委

員
会
委
員
長
及
び
青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長
か
ら
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
､
同

項
の
規
定
に
よ
り
､
次
の
と
お
り
公
表
す
る
｡

平
成
21年
８
月
26日

青
森
県
監
査
委
員

泉
山
哲
章

同
元
木
篤
子

同
相
川
正
光

同
三
橋
一
三
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監
査
箇
所
名

監
査
結
果

措
置
の
内
容

中
南
地
域
県
民
局

地
域
健
康
福
祉
部

収
入
未
済
の
解
消
に
努

め
る
こ
と
｡

収
納
対
策
検
討
会
議
を
定
期
的
に
開
催

し
て
､
効
果
的
な
納
入
指
導
方
針
を
検
討

し
な
が
ら
､
さ
ら
に
当
部
で
定
め
た
｢滞

納
金
処
理
要
綱
｣
に
基
づ
き
､
従
来
の
文

書
及
び
電
話
に
よ
る
納
入
指
導
の
み
な
ら

ず
､
家
庭
訪
問
等
に
よ
る
直
接
集
金
を
徹

底
す
る
｡

ま
た
､
福
祉
総
室
に
お
い
て
は
母
子
寡

婦
福
祉
資
金
償
還
開
始
前
に
借
主
・
連
帯

借
主
・
連
帯
保
証
人
に
文
書
で
通
知
し
､

償
還
に
係
る
意
識
の
啓
発
を
図
る
と
と
も

に
､
借
主
・
連
帯
借
主
が
償
還
で
き
な
い

場
合
は
連
帯
保
証
人
に
償
還
を
求
め
る
等

収
入
未
済
の
解
消
に
向
け
た
取
組
の
一
層

の
強
化
を
図
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
｡

三
八
地
域
県
民
局

地
域
健
康
福
祉
部

収
入
未
済
の
解
消
に
努

め
る
こ
と
｡

各
総
室
と
も
｢収
入
未
済
金
対
策
要
領
｣

等
に
よ
り
､
｢滞
納
者
納
入
指
導
検
討
会

議
｣
等
を
開
催
し
､
①
催
告
書
に
よ
る
催

告
､
②
居
所
不
明
者
の
調
査
､
③
電
話
に

よ
る
納
入
指
導
､
④
家
庭
訪
問
に
よ
る
徴

収
等
を
行
う
ほ
か
､
債
権
発
生
の
未
然
防

止
と
い
う
視
点
か
ら
市
町
村
事
務
担
当
者

と
の
連
携
強
化
に
努
め
て
い
る
｡

ま
た
､
保
健
総
室
で
は
､
未
熟
児
等
医

療
給
付
費
に
つ
い
て
は
保
健
指
導
が
必
要

と
な
る
こ
と
か
ら
､
債
権
事
務
担
当
と
地

区
担
当
が
協
力
し
て
取
り
組
み
､
福
祉
総

室
で
は
､
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
の

貸
付
時
に
個
別
の
貸
付
説
明
を
行
い
､
償

還
に
対
す
る
意
識
の
強
化
を
図
っ
て
い
る
｡

さ
ら
に
､
こ
ど
も
相
談
総
室
で
は
､
児

童
虐
待
等
で
施
設
を
利
用
し
て
い
る
児
童

の
保
護
者
の
中
に
は
納
入
指
導
が
困
難
な

人
も
お
り
､
施
設
入
所
の
経
緯
等
を
踏
ま

え
た
指
導
も
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
､
債

権
事
務
担
当
者
と
児
童
福
祉
司
が
協
力
し
､

全
体
で
取
り
組
ん
で
い
る
｡

領
収
証
書
を
交
付
し
な

い
で
現
金
を
領
収
し
た
も

の
が
あ
る
｡

現
金
領
収
時
の
領
収
証
書
持
参
の
徹
底

並
び
に
現
金
領
収
当
日
の
領
収
証
書
及
び

現
金
出
納
票
の
作
成
を
徹
底
し
､
現
金
領

収
当
日
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
っ
て
い
る
｡

西
北
地
域
県
民
局

地
域
健
康
福
祉
部

収
入
未
済
の
解
消
に
努

め
る
こ
と
｡

｢収
入
未
済
金
対
策
要
綱
｣
に
基
づ
き
､

滞
納
者
検
討
会
議
を
定
期
的
に
開
催
し
て

効
果
的
な
指
導
方
策
を
検
討
す
る
と
と
も

に
､
家
庭
訪
問
等
に
よ
る
償
還
指
導
を
強

め
る
ほ
か
､
債
権
発
生
を
未
然
に
防
止
す

る
取
組
を
実
施
し
､
収
入
未
済
の
解
消
に

努
め
る
こ
と
と
し
た
｡

上
北
地
域
県
民
局

地
域
健
康
福
祉
部

収
入
未
済
の
解
消
に
努

め
る
こ
と
｡

養
育
医
療
や
生
活
保
護
等
の
制
度
利
用

者
等
に
対
す
る
説
明
を
行
い
､
十
分
に
理

解
し
て
も
ら
う
と
と
も
に
､
納
入
・
返
還

等
に
つ
い
て
適
切
な
指
導
を
行
い
､
収
入

未
済
が
生
じ
な
い
よ
う
努
め
る
｡

ま
た
､
収
入
未
済
が
生
じ
た
と
き
は
､

収
入
未
済
解
消
対
策
会
議
に
諮
り
､
未
納

ケ
ー
ス
の
分
析
と
具
体
的
対
策
の
検
討
を

行
う
と
と
も
に
､
訪
問
指
導
等
に
よ
り
粘

り
強
く
納
入
指
導
を
続
け
る
こ
と
に
よ
り
､

収
入
未
済
の
解
消
に
努
め
る
｡

青
森
県
立
あ
す
な

ろ
医
療
療
育
セ
ン

タ
ー

収
入
未
済
の
解
消
に
努

め
る
こ
と
｡

当
セ
ン
タ
ー
収
入
未
済
金
対
策
要
綱
及

び
収
入
未
済
金
処
理
要
領
に
基
づ
き
､
未

収
金
の
解
消
に
努
め
る
｡

①
収
入
未
済
が
発
生
し
た
場
合
は
､

そ
の
種
類
､
金
額
及
び
未
納
者
等
の
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収
納
状
況
を
適
時
に
把
握
確
認
し
て
､

債
権
管
理
を
適
切
に
行
う
｡

②
文
書
や
電
話
に
よ
る
納
入
指
導
及

び
家
庭
訪
問
等
で
未
納
者
に
催
促
を

行
い
､
未
収
金
の
早
期
解
消
に
努
め

る
｡

③
新
た
な
収
入
未
済
の
発
生
を
抑
制

す
る
た
め
､
未
納
者
を
適
宜
把
握
し
､

適
切
な
時
期
に
督
促
状
等
を
発
し
早

期
解
消
に
努
め
る
｡

青
森
県
工
業
総
合

研
究
セ
ン
タ
ー

(平
成
21年
３
月

31日
廃
止
)

歳
出
科
目
を
誤
っ
て
い

る
も
の
が
あ
る
｡

歳
出
科
目
の
誤
り
を
訂
正
し
た
｡

な
お
､
職
員
の
財
務
に
関
す
る
知
識
の

不
足
が
歳
出
科
目
の
誤
り
に
つ
な
が
っ
た

こ
と
か
ら
､
職
員
の
財
務
知
識
の
向
上
に

努
め
る
こ
と
と
し
た
｡

青
森
県
農
林
総
合

研
究
セ
ン
タ
ー

(平
成
21年
３
月

31日
廃
止
)

重
要
物
品
の
処
分
に
お

い
て
､
事
務
手
続
が
適
正

に
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の

が
あ
る
｡

所
属
に
お
い
て
全
職
員
に
対
す
る
重
要

物
品
の
取
扱
に
係
る
説
明
会
を
開
催
し
､

重
要
物
品
に
対
す
る
認
識
と
手
続
の
方
法

に
つ
い
て
周
知
徹
底
を
図
り
､
指
摘
事
項

の
再
発
防
止
に
万
全
の
措
置
を
講
じ
た
｡

青
森
空
港
管
理
事

務
所

需
用
費
に
お
い
て
､
競

争
入
札
で
執
行
す
べ
き
契

約
を
随
意
契
約
で
執
行
し

て
い
る
も
の
が
あ
る
｡

職
員
に
対
し
て
関
係
規
定
等
の
遵
守
を

指
導
す
る
と
と
も
に
､
内
部
審
査
体
制
を

強
化
し
､
適
正
な
事
務
処
理
に
努
め
る
こ

と
に
し
た
｡

需
用
費
に
お
い
て
､
契

約
が
妥
当
で
な
い
も
の
が

あ
る
｡

職
員
に
対
し
て
関
係
規
定
等
の
遵
守
を

指
導
す
る
と
と
も
に
､
内
部
審
査
体
制
を

強
化
し
､
適
正
な
事
務
処
理
に
努
め
る
こ

と
に
し
た
｡

青
森
県
立
岩
木
高

等
学
校

起
案
用
紙
に
公
印
使
用

の
承
認
を
受
け
ず
､
公
印

を
使
用
し
て
い
る
も
の
が

あ
る
｡

今
回
の
指
摘
を
受
け
､
公
印
使
用
承
認

印
の
押
印
漏
れ
を
防
止
す
る
た
め
､
平
成

21年
１
月
23日
付
け
事
務
連
絡
通
知
に
お

い
て
､
具
体
的
な
様
式
例
を
示
す
な
ど
､

万
全
を
期
す
る
こ
と
と
し
た
｡
ま
た
､
併

せ
て
､
今
後
も
機
会
を
と
ら
え
て
周
知
徹

底
を
図
り
､
適
正
な
事
務
処
理
に
万
全
を

期
す
る
こ
と
と
し
た
｡

青
森
県
立
七
戸
高

等
学
校

起
案
用
紙
に
公
印
使
用

の
承
認
を
受
け
ず
､
公
印

を
使
用
し
て
い
る
も
の
が

あ
る
｡

今
回
の
指
摘
を
受
け
､
公
印
使
用
承
認

印
の
押
印
漏
れ
を
防
止
す
る
た
め
､
平
成

21年
１
月
13日

付
け
青
教
員
第
417号

に
お
い
て
､
こ
れ
ま
で
の
公
印
使
用
承
認
の

取
扱
い
に
つ
い
て
整
理
し
た
通
知
を
発
出

す
る
な
ど
､
万
全
を
期
す
る
こ
と
と
し
た
｡

ま
た
､
併
せ
て
､
今
後
も
機
会
を
と
ら
え

て
周
知
徹
底
を
図
り
､
適
正
な
事
務
処
理

に
万
全
を
期
す
る
こ
と
と
し
た
｡

会
計
員
で
な
い
臨
時
事

務
職
員
に
授
業
料
領
収
等

に
係
る
会
計
事
務
を
扱
わ

せ
て
い
る
も
の
が
あ
る
｡

臨
時
事
務
職
員
に
授
業
料
に
係
る
会
計

事
務
を
扱
わ
せ
る
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い

て
､
平
成
20年
12月
24日
付
け
青
教
員
第

399号
に
お
い
て
､
臨
時
事
務
職
員
が
直

接
､
授
業
料
を
受
領
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
旨
通
知
し
､
適
正
な
事
務
処
理
に
万
全

を
期
す
る
こ
と
と
し
た
｡
ま
た
､
臨
時
事

務
職
員
に
授
業
料
に
係
る
事
務
を
扱
わ
せ

る
場
合
は
､
事
務
長
等
の
管
理
・
監
督
の

下
､
口
座
振
替
不
能
者
に
対
す
る
納
入
通

知
や
関
係
帳
票
等
の
整
理
等
の
事
務
に
と

ど
め
る
と
と
も
に
慎
重
を
期
す
る
こ
と
と

し
た
｡

青
森
県
立
六
ケ
所

高
等
学
校

会
計
員
で
な
い
臨
時
事

務
職
員
に
授
業
料
領
収
等

に
係
る
会
計
事
務
を
扱
わ

せ
て
い
る
も
の
が
あ
る
｡

臨
時
事
務
職
員
に
授
業
料
に
係
る
会
計

事
務
を
扱
わ
せ
る
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い

て
､
平
成
20年
12月
24日
付
け
青
教
員
第

399号
に
お
い
て
､
臨
時
事
務
職
員
が
直

接
､
授
業
料
を
受
領
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
旨
通
知
し
､
適
正
な
事
務
処
理
に
万
全

を
期
す
る
こ
と
と
し
た
｡
ま
た
､
臨
時
事

務
職
員
に
授
業
料
に
係
る
事
務
を
扱
わ
せ

る
場
合
は
､
事
務
長
等
の
管
理
・
監
督
の

下
､
口
座
振
替
不
能
者
に
対
す
る
納
入
通

知
や
関
係
帳
票
等
の
整
理
等
の
事
務
に
と

ど
め
る
と
と
も
に
慎
重
を
期
す
る
こ
と
と

し
た
｡

青
森
県
立
八
戸
東

高
等
学
校

需
用
費
に
お
い
て
､
電

気
料
金
の
支
払
遅
延
に
よ

り
､
遅
収
加
算
金
が
生
じ

て
い
る
も
の
が
あ
る
｡

口
座
振
替
の
方
法
に
よ
り
支
払
っ
て
い

る
す
べ
て
の
公
共
料
金
の
支
出
事
務
に
つ

い
て
､
支
出
命
令
手
続
か
ら
口
座
振
替
ま

で
を
必
ず
複
数
の
者
に
よ
り
確
認
す
る
こ

と
と
し
､
適
正
な
財
務
事
務
の
執
行
に
努

め
る
こ
と
と
し
た
｡

青
森
県
立
三
戸
高

等
学
校

使
用
料
及
び
手
数
料
に

お
い
て
､
未
収
授
業
料
を

立
替
処
理
し
て
い
る
も
の

が
あ
る
｡

平
成
20年
４
月
に
開
催
し
た
県
立
学
校

事
務
長
会
議
に
お
い
て
､
私
費
の
会
計
処

理
を
適
正
に
行
う
よ
う
周
知
徹
底
し
た
｡

ま
た
､
各
学
校
に
お
い
て
未
収
授
業
料

に
係
る
債
権
管
理
を
適
切
に
行
う
た
め
､

授
業
料
徴
収
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
､
平

成
20年
度
末
に
配
付
し
た
｡
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青
森
県
立
弘
前
第

二
養
護
学
校

就
学
奨
励
費
支
給
事
務

に
お
い
て
､
就
学
奨
励
費

を
保
護
者
に
現
金
支
給
し

た
際
の
受
領
書
の
月
日
が

正
し
く
記
載
さ
れ
て
い
な

い
も
の
が
あ
る
｡

平
成
21年
３
月
23日
付
け
で
｢青
森
県

特
別
支
援
学
校
就
学
奨
励
事
業
に
係
る
事

務
取
扱
要
項
｣
を
一
部
改
正
し
､
平
成
21

年
度
か
ら
保
護
者
へ
の
現
金
支
給
を
廃
止

し
､
口
座
振
替
す
る
こ
と
と
し
た
｡

今
後
､
｢青
森
県
特
別
支
援
学
校
就
学

奨
励
事
業
に
係
る
事
務
取
扱
要
項
｣
を
遵

守
し
た
事
務
処
理
､
書
類
整
備
等
を
徹
底

し
､
適
正
な
事
務
の
執
行
に
努
め
る
こ
と

と
し
た
｡

青
森
県
立
七
戸
養

護
学
校

就
学
奨
励
費
支
給
事
務

に
お
い
て
､
事
務
取
扱
要

項
に
従
っ
た
取
扱
い
を
し

て
い
な
い
も
の
が
あ
る
｡

平
成
21年
３
月
23日
付
け
で
｢青
森
県

特
別
支
援
学
校
就
学
奨
励
事
業
に
係
る
事

務
取
扱
要
項
｣
を
一
部
改
正
す
る
と
と
も

に
､
｢使
途
委
任
経
費
及
び
学
校
給
食
等

に
係
る
会
計
取
扱
要
領
｣
を
定
め
､
適
正

な
事
務
処
理
を
行
う
よ
う
各
特
別
支
援
学

校
に
対
し
通
知
し
た
｡

今
後
､
｢青
森
県
特
別
支
援
学
校
就
学

奨
励
事
業
に
係
る
事
務
取
扱
要
項
｣
及
び

｢使
途
委
任
経
費
及
び
学
校
給
食
等
に
係

る
会
計
取
扱
要
領
｣
を
遵
守
し
た
事
務
処

理
､
書
類
整
備
等
を
徹
底
し
､
適
正
な
事

務
の
執
行
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
｡

青
森
県
野
辺
地
警

察
署

歳
出
科
目
を
誤
っ
て
い

る
も
の
が
あ
る
｡

適
正
な
予
算
科
目
か
ら
の
支
出
か
否
か

を
よ
く
検
討
し
､
支
払
手
続
を
行
う
と
と

も
に
､
審
査
事
務
に
つ
い
て
も
チ
ェ
ッ
ク

体
制
の
強
化
を
図
り
再
発
防
止
に
努
め
る

こ
と
と
し
た
｡
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島
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